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滋賀県地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

目次 第 1章第 8節 「滋賀県防災プラン」 第 1章第７節 「第 2次滋賀県防災プラン」 【防災危機管理局】 

最新の防災プランに修正のため。 

第１章 総則 

第１節 滋賀県における地域防災計画の基本理念 

５ ○ 土木事務所等を中心として市町と消防本部を

含む体制強化（連絡協議会の設置） 

○ 土木事務所等を中心として市町と消防本部を

含む体制強化 

【高島土木事務所】 

実態に則した修正。 

6 (3)①県 

～このため、県は、具体的な事業の実行計画と

その成果目標を「滋賀県防災プラン」（令和２年３

月策定）として設定し、～ 

(3)①県 

～このため、県は、具体的な事業の実行計画と

その成果目標を「第２次滋賀県防災プラン」（令和

７年３月策定）として設定し、～ 

【防災危機管理局】 

最新の防災プランに修正のため。 

第４節 各機関の処理すべき事務または業務の大綱 

10 ４ 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

(２)近畿財務局 

（大津財務事務所） 

（略） 

 

４ 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

（２）近畿管区行

政評価局 

（滋賀行政監視行

政相談センター） 

(1)被災者に対する各種支

援措置の案内等に対応する

特別行政相談活動 

(３)近畿財務局 

（大津財務事務所） 

（略） 

（以下１６までを１

ずつ繰り下げる） 

 

 

【総務省滋賀行政監視行政相談センタ

ー】 

令和 7年 6月 10日付けで指定地方

行政機関となったため 

10 (５)近畿中国森林管理局 

(1)国有林野の治山治水事業の実施、施設の整備 

(６)近畿中国森林管理局 

(1)国有林野の治山事業の実施、施設の整備 

【近畿中国森林管理局】 

治水事業を行っていないため。 

１２ ６ 指定公共機関 

（3）電信電話西日本株式会社（滋賀支店） 

６ 指定公共機関 

(3)ＮＴＴ西日本株式会社（滋賀支店） 

【防災危機管理局】 

社名修正のため。 

資料３ 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

(4)エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 

(6)株式会社 NTT ﾄﾞｺﾓ 

(4)ＮＴＴドコモビジネスコミュニケーションズ株式

会社 

(6)株式会社ＮＴＴドコモ 

13 （14）独立行政法人水資源機構（琵琶湖開発総合

管理所） 

（14）独立行政法人水資源機構（琵琶湖総合管理

所） 

【（独）水資源機構琵琶湖総合管理所】 

組織名変更による修正のため。 

１４ (1)近江鉄道株式会社 (1)近江鉄道株式会社・一般社団法人近江鉄道

線管理機構 

【交通戦略課】 

近江鉄道線は令和 6年 4月から公有

民営方式による上下分離に移行し、近

江鉄道(株)が第二種鉄道事業者として

鉄道の運行を担い、（一社）近江鉄道線

管理機構が第三種鉄道事業者として鉄

道施設の保有・維持管理を担うこととな

ったため。 

 

【防災危機管理局】 

指定地方公共機関への指定による。 

14 (新設) 
 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

(17)滋賀県道

路公社 

(1) 琵琶湖大橋有料道路の

整備と防災管理 

(2) 災害時における琵琶湖

大橋有料道路の輸送路の確

保 

(3) 被災道路施設の復旧 

【防災危機管理局】【滋賀県道路公社】 

指定地方公共機関への指定による 

第 5節 滋賀県の地勢と地震 

25 表 1－5－3 滋賀県内および周辺の主要活断層

帯の長期評価一覧 

地震発生確率 

表 1－5－3 滋賀県内および周辺の主要活断層

帯の長期評価一覧 

地震発生確率 

【彦根地方気象台】 

【防災危機管理局】 

算定基準日更新のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

（算定基準日：2024年 1月 1日） （算定基準日：2025年 1月 1日） 

26 表 1－5－４ 南海トラフ地震の長期評価 

地震発生確率 

（算定基準日：2024年 1月 1日） 

表 1－5－４ 南海トラフ地震の長期評価 

地震発生確率 

（算定基準日：2025年 1月 1日） 

【彦根地方気象台】 

【防災危機管理局】 

算定基準日更新のため。 

26 表 1－5－４ 南海トラフ地震の長期評価 

30年以内 

70～80％ 

表 1－5－４ 南海トラフ地震の長期評価 

30年以内 

60～90％程度以上 

【彦根地方気象台】 

【防災危機管理局】 

算定基準日更新のため。 

南海トラフの地震活動の長期評価(第

二版一部改訂)を受けた対応のため。 

26 表 1－5－４ 南海トラフ地震の長期評価 

最新発生時期 

78.0年前 

表 1－5－４ 南海トラフ地震の長期評価 

最新発生時期 

79.0年前 

【彦根地方気象台】 

算定基準日更新のため。 

第 6節 滋賀県地震被害想定 

30 ●花折断層帯地震による被害概要 

・大津・南部地域で震度６強・６弱（京都府東部でも

大きな震度） 

●花折断層帯地震による被害概要 

・大津・南部地域で震度７・６強（京都府東部でも大

きな震度） 

【関西電力送配電】 

滋賀県地震被害想定（概要版）H26.3

の case2記載内容に沿った修正のた

め。 ３０ ・～停電率は約 5割、大津・南部地域で約 9割。

大津地域では 3日後も 3割程度の停電が継続 

・～停電率は約 5割、大津・南部地域で約 9割。

大津地域では 3日後も 2割程度の停電が継続 

30 ●木津川断層帯地震による被害概要 

・～停電率は約 3割、甲賀地域で約 9割。甲賀地

域では 3日後も 2割程度の停電が継続 

●木津川断層帯地震による被害概要 

・～停電率は約 3割、甲賀地域で約 8割。甲賀地

域では 3日後も 1割程度の停電が継続 

【関西電力送配電】 

滋賀県地震被害想定（概要）H26.3の

case1記載内容に沿った修正のため。 

第 7節 南海トラフ地震防災対策推進計画 

32 第７節 南海トラフ地震防災対策推進計画 

平成25年 12月に改正施行された、南海トラフ

地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法（旧：東南海・南海地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法）に基づき、滋賀県内

の市町の区域が南海トラフ地震防災対策推進地

（削除） 【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るために第５章として再編 

するため。 

⇒第 7節は全削除。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

域（以下「推進地域」という。）に指定された。県お

よび市町防災会議は、中央防災会議が作成する

「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」（令和３

年 5 月 25 日変更）を基本とし、各地域防災計画

に今後すみやかに「推進地域」における以下に掲

げる事項を定めるよう努めるものとする。 

① 南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整

備すべき施設等の整備に関する事項ならび

にその具体的な目標およびその達成の期間 

② 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事

項 

③ 関係機関・関係者との連携協力の確保に関

する事項 

④ 「南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地

震警戒、巨大地震注意、調査終了）」が発表

された場合の防災対応に関する事項 

⑤ その他南海トラフ地震にかかる地震防災対

策上重要な対策に関する事項で政令で定

められるもの 

なお、滋賀県地域防災計画における、南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法第 5条第 4項の規定に基づく、南海トラフ

地震防災対策推進計画の該当箇所を次表に示

す。 

第 8節 「滋賀県防災プラン」 

３2 第８節「滋賀県防災プラン」 第７節「第 2次滋賀県防災プラン」 【防災危機管理局】 

最新の防災プランに修正のため。 

32 １ 施策体系 

 

１ 基本理念 

平時から、災害発生に備え、県民、地域、企

【防災危機管理局】 

最新の防災プランに修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本理念 

  災害発生に備え、県民、地域、企業・団体、行政

等あらゆる主体が日頃から継続的に「当事者力（自

助）」、「地域力（共助）」、「行政力（公助）」を強化

業・団体、行政等あらゆる主体が日頃から継続

的に「当事者力（自助）」、「地域力（共助）」、「行

政力（公助）」を強化します。  

災害時には、これらの力を発揮するために、

まず「生き延びる」ことを重視します。  

また、これらの力を結集し、多様な主体が連

携した強固な体制のもとで災害対応を行い、一

人ひとりの被災者に寄り添った合理的配慮を提

供します。 

 

２ プランの位置づけ 

 このプランは、「滋賀県地域防災計画」に基づ

き実施する防災対策のアクションプラン（実行計

画）であり、全国各地で発生した過去の風水害、

土砂災害、地震災害などの大規模災害を教訓と

して、今後、重点的に取り組む防災対策につい

て、その基本的な考え方やスケジュールを定め

ます。 

 

第８節　「滋賀県防災プラン」

実行１  受援体制の整備をはじめ市町等多様な団体・組織との連携を強化します 

（１）  受援体制の整備 

（２）  多様な団体による支援の効率的な活用 

（３）  災害時応援協定等による団体との連携 

 
実行２  寄り添い型・協働型避難者支援を実現します 

（１）  多様な避難形態への対応 

（２）  避難所における良好な生活環境の確保 

（３）  地震災害と原子力災害との複合災害時における屋内退避が困難な場合の避難 

（４）  帰宅困難者対策 

 
実行３  要配慮者へ合理的配慮を提供します 

（１）  避難行動要支援者の個別計画策定支援 

（２）  要配慮者利用施設における避難確保計画の策定支援 

（３）  避難所の合理的配慮 

（４）  福祉避難所の確保 

 
実行４  被災者の生活再建を支援します 

（１）  被災者への支援の迅速化 

（２）  仮設住宅の整備 

（３）  家屋被害認定・り災証明発行業務支援

 
実行５  大規模停電に備えた対策を進めます 

（１）  ライフラインの予防対策 

（２）  災害対応の拠点に係る非常用発電設備の機能確保 

 
実行６  当事者力・地域力を高めます 

（１）  当事者力の向上 

（２）  地域力の向上 

（３）  建築物等の耐震化 

（４）  中小企業の事業継続計画策定等支援 

（５）  女性参画 

 
実行７  ハード・ソフト両面にわたる行政の災害対応能力を高めます 

（１）  危機管理センターを拠点とした災害対応の充実強化 

（２）  職員の防災意識・災害対応能力の向上 

（３）  県有施設等におけるソフト対策による機能強化 

（４）  県有施設等のハード対策等による機能確保 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

し、災害時には、これらの力を結集し、多様な主体

の連携により構築された強固な体制のもとで災害

対応を行い、一人ひとりの被災者に寄り添った合理

的配慮を提供します。 

 

３ 施策体系 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災都市の形成 

37 ＜施策展開の基本方向＞ 

県は、広域的な消防体制の強化とともに各防災

関係機関の連携の必要性に鑑み、土木事務所等を

中心として、消防本部、市町、その他防災関係機関

が連携して災害対策に取り組むための連絡協議会

を設置する。 

＜施策展開の基本方向＞ 

 県は、広域的な消防体制の強化とともに各防災

関係機関の連携の必要性に鑑み、土木事務所等を

中心として、消防本部、市町、その他防災関係機関

が連携して災害対策に取り組むための連絡・協議

体制を整備する。 

【高島土木】 

実態に則した修正。 

37 <左の主な内容> 

〇連絡協議会の設置 

<左の主な内容> 

〇連絡・協議を行う体制の整備 

【高島土木】 

実態に則した修正。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

４5 ２ 基本方針 

地震が発生した場合の直接的被害を極力軽減 

することや災害応急対策を的確かつ迅速に実施 

するため、県および推進地域内市町は、南海トラ 

フ法第５条第１項第１号および同法施行令第１条の 

規定に基づく避難地、避難路、消防用施設等、地 

震防災上緊急に整備すべき施設等について、年 

次計画を定めその整備に努める。 

 これらの整備に当たっては、施設全体が未完成 

であっても、一部の完成により相応の効果が発揮 

されるよう整備の順序および方法について考慮す 

るものとし、また災害応急対策等の内容と十分調 

整のとれたものとする。 

特に、全国各地で発生した過去の大規模地震 

を教訓として、行政の災害対応能力の充実・強化 

を「滋賀県防災プラン」に基づき推進する。 

２ 基本方針 

地震が発生した場合の直接的被害を極力軽減 

することや災害応急対策を的確かつ迅速に実施 

するため、県および推進地域内市町は、南海トラ 

フ法第５条第１項第１号および同法施行令第１条の 

規定に基づく避難地、避難路、消防用施設等、地 

震防災上緊急に整備すべき施設等について、年 

次計画を定めその整備に努める。 

 これらの整備に当たっては、施設全体が未完成 

であっても、一部の完成により相応の効果が発揮 

されるよう整備の順序および方法について考慮す 

るものとし、また災害応急対策等の内容と十分調 

整のとれたものとする。 

（以降削除） 

【防災危機管理局】 

滋賀県防災プラン関係の記述は第１章 

第８節に集約のため。 

第４節 都市の防災構造化と建物等の安全化 

49 【滋賀県の文化財の状況】  

（令和６年５月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【滋賀県の文化財の状況】  

（令和７年５月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化財保護課】 

時点の修正のため。 



   

- 8 - 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

●重要伝統的建造物群 ４地区 

●登録有形文化財（建造物） 501件 

●重要文化的景観選定地区 ７地区 

●重要伝統的建造物群 ４地区 

●登録有形文化財（建造物） 500件 

●重要文化的景観選定地区 ７地区 

第５節 電力・ガス施設の安全化 

53 エ 復旧用資機材の広域運営 

平常時から復旧用資機材の保有を効率的に行

う。災害発生時の不足資機材の調達を迅速、容易

にするため、広域機関の「防災業務計画」に基づ

き、他事業者と復旧用資機材の相互融通体制を整

えておく。 

エ 復旧用資機材の広域運営 

平常時から復旧用資機材の保有を効率的に行

う。災害発生時の不足資機材の調達を迅速、容易

にするため、電力広域的運営推進機関の「防災業

務計画」に基づき、他事業者と復旧用資機材の相

互融通体制を整えておく。 

【関西電力送配電】 

「広域機関」の正式名称の追記による修

正のため。 

55 京都市下京区中堂寺粟田町９３番地 

※平日・昼間 

・京滋導管部 導管計画チーム 

TEL075（315）8942 

※休日・祝日・夜間 

・京滋導管部 対策室 

TEL 075(315)5593 

京都市下京区中堂寺粟田町 93番地 

京滋事業部 導管計画チーム 

※平日・昼間 

TEL075（315）8942 

※休日・夜間 

TEL 075(315)8911 

(留守電設定⇒休日・夜間明けに折返し対応） 

【大阪ガス】 

連絡先の変更のため。 

第６節 上下水道施設の安全化 

58 ２ 基本方針 

水は生命を維持する上で不可欠なものである。

地震発生時における水道施設の被害を最小限にと

どめるため、施設の耐震化の推進や迅速な復旧・

給水を可能とする水道事業者間の相互応援体制を

整備するとともに管路や水源の多系統化に代表さ

れるバックアップシステムの構築を行う。 

また、下水道施設は、他のライフラインのように代

替機能がないため、被災した場合は、社会全体の

復旧活動、県民の生活に与える影響が大きい。さら

に琵琶湖への影響も考慮しつつ、施設の耐震化と

２ 基本方針 

  水は生命を維持する上で不可欠なものである。

地震発生時における水道施設の被害を最小限にと

どめるため、施設の耐震化の推進や迅速な復旧・

給水を可能とする水道事業者間の相互応援体制を

整備するとともに管路や水源の多系統化に代表さ

れるバックアップシステムの構築を行う。 

  また、下水道施設は、他のライフラインのように

代替機能がないため、被災した場合は、社会全体

の復旧活動、県民の生活に与える影響が大きい。

さらに琵琶湖への影響も考慮しつつ、施設の耐震

【下水道課】 

防災基本計画の修正も踏まえ、上下一

体となって復旧に努めるため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

ともに下水道における危機管理機能の強化等を図

る。 

化とともに下水道における危機管理機能の強化等

を図る。 

  上下水道のライフラインとしての機能は密接に

関連していることから、迅速に復旧できるよう、双

方の状況を互いに把握するため、情報共有に努め

るものとする。 

第７節 通信・放送施設の安全化 

６0 第７節 通信・放送施設の安全化 

（知事公室、警察、日本郵便(株)大津中央郵便

局、電信電話西日本㈱、各放送事業者） 

第７節 通信・放送施設の安全化 

（知事公室、警察、日本郵便(株)大津中央郵便局、

ＮＴＴ西日本㈱、各放送事業者） 

【防災危機管理局】 

社名修正のため。 

６0 １ 施設体系 

● 電信電話設備等の災害予防 

１ 施設体系 

● 防災行政無線等の災害予防 

【防災危機管理局】 

呼称修正のため。 

６2 (2) 電信電話設備等の災害予防（電信電話西日

本株式会社） 

(2) 電信電話設備等の災害予防（ＮＴＴ西日本

株式会社） 

【防災危機管理局】 

社名修正のため。 

第９節 道路施設の安全化 

68 第９節 

鉄道施設の安全化 

（近畿運輸局、西日本旅客鉄道(株) 、東海旅客鉄

道(株)、京阪電気鉄道(株)、近江鉄道(株)、信楽

高原鐵道(株)、甲賀市 

第９節 

鉄道施設の安全化 

（近畿運輸局、西日本旅客鉄道(株) 、東海旅客

鉄道(株)、京阪電気鉄道(株)、近江鉄道(株)、

（一社）近江鉄道線管理機構、信楽高原鐵道

(株)、甲賀市 

【交通戦略課】 

近江鉄道線は令和 6年 4月から公有

民営方式による上下分離に移行し、近

江鉄道(株)が第二種鉄道事業者として

鉄道の運行を担い、（一社）近江鉄道線

管理機構が第三種鉄道事業者として鉄

道施設の保有・維持管理を担うこととな

ったため。 

70 イ 地震計の設置箇所は、次のとおりである。 

 

 

 

 

イ 地震計の設置箇所は、次のとおりである。 

 

 

 

 

【京阪電気鉄道（株）】 

設置場所の変更のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

70 (4) 近江鉄道株式会社 (4) 近江鉄道株式会社・一般社団法人近江鉄道

線管理機構 

【交通戦略課】 

近江鉄道線は令和 6年 4月から公有

民営方式による上下分離に移行し、近

江鉄道(株)が第二種鉄道事業者として

鉄道の運行を担い、（一社）近江鉄道線

管理機構が第三種鉄道事業者として鉄

道施設の保有・維持管理を担うこととな

ったため。 

73 ①緊急輸送道路 

「滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画(平成 25

年２月)」 

①緊急輸送道路 

「滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画(令和７年

３月)」 

【高島土木事務所】 

時点の更新のため。 

第 12節 ため池等農業用施設の安全化 

77 （１）ため池、農業用ダムの災害予防 

～ため池は大小合わせて約 1,500箇所あり、 

（１）ため池、農業用ダムの災害予防 

～ため池は大小合わせて約 1,400箇所あり、 

【農村振興課】 

廃池等による減のため。 

第 14節 情報通信体制の整備 

８1 第 14節 情報通信体制の整備 

（知事公室、警察、近畿総合通信局、近畿管区警

察局、日本郵便(株)大津郵便局、電信電話西日

本(株)、日本放送協会大津放送局、びわ湖放送

(株)、(株)京都放送、(株)エフエム滋賀） 

第 14節 情報通信体制の整備 

（知事公室、警察、近畿総合通信局、近畿管区警

察局、日本郵便(株)大津郵便局、ＮＴＴ西日本

(株)、日本放送協会大津放送局、びわ湖放送

(株)、(株)京都放送、(株)エフエム滋賀） 

【防災危機管理局】 

社名修正のため。 

82 ① 防災情報システムの構築 

災害発生時における県内の被害情報等の迅速 

な収集・整理、防災関係機関との情報共有を実現

し、避難に関する情報を多様な手段を用いて県民

へ提供するなど、災害対応を円滑に行うため、防

災情報システムを構築した。 

① 防災情報システムの構築 

災害発生時における県内の被害情報等の迅速 

な収集・整理、防災関係機関との情報共有、避難

に関する情報を多様な手段を用いて県民へ提供

するなど、災害対応を円滑に行うため、防災情報

システムを整備した。 

 また、防災情報システムの操作習熟を図るた

め、研修や訓練を実施する。 

 総合防災情報システム（SOBO-WEB）とのデ

【防災危機管理局】 

①システム構築後も、適宜、必要な改修

を行うため「整備する」に修正。 

②災害基本計画の内容を踏まえて追

記。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

ータ連携に向け、必要な改修を行い、国や関係機

関と横断的に共有すべき防災情報の集約を図る

ため、防災情報プラットフォームの整備を行う。 

８2 エ 情報提供機能 

しらせる滋賀情報サービス(しらしがメール、ＬＩ 

ＮＥ)、Ｌアラート(ＴＶデータ放送、ラジオ等)、ＳＮＳ

などのシステムと連携し、避難に関する情報を県

民に提供する。 

エ 情報提供機能 

滋賀県防災ポータル、しらせる滋賀情報サービ

ス(しらしがメール、ＬＩＮＥ)、Ｌアラート(ＴＶデー 

タ放送、ラジオ等)、滋賀県防災アプリ、ＳＮＳ（Ｘな

ど）のシステムと連携し、避難に関する情報を県民

に提供する。 

【防災危機管理局】 

①ポータル、アプリの追記 

②ＳＮＳについてＸと明記 

83 １） 飛行場外離着陸場の指定地 

県内１４０箇所（令和６年 14月１日現在） 

２） 飛行場外離着陸場(大規模災害用）の指定地 

  県内 17箇所（令和６年４月１日現在） 

３） 病院関係（屋上）飛行場外離着陸場の指定地 

県内８箇所（令和６年４月１日現在） 

１） 飛行場外離着陸場の指定地 

  県内１４１箇所（令和７年４月１日現在） 

２） 飛行場外離着陸場(大規模災害用）の指定地 

  県内 17箇所（令和７年４月１日現在） 

３） 病院関係（屋上）飛行場外離着陸場の指定地 

県内８箇所（令和７年４月１日現在） 

【消防長会】 

誤記訂正のため。 

 

【防災航空係】 

時点修正のため。 

第 16節 救助・救急、災害医療体制の充実 

88 ④災害拠点病院の整備 

 地震時に～  10病院を指定している。 

④災害拠点病院の整備 

 地震時に～  11病院を指定している。 

【健康危機管理課】 

R7.4.1付けで新たに指定したため。 

89 【基幹災害拠点病院および地域災害拠点病院指定

病院】 

（表に追加） 

地域災害拠点病院 

【基幹災害拠点病院および地域災害拠点病院指定

病院】 

（表に追加） 

地域災害拠点病院 

湖南医療圏 滋賀県立総合病院 令和７年度 

【健康危機管理課】 

R7.4.1付けで新たに災害拠点病院を

指定したため。 

９0 （新設） （８）保健医療福祉活動に係る関係者間の連携 

平時から保健医療福祉活動チームと合同での訓

練や研修、会議の開催等により、災害時の保健医

療福祉活動に係る関係者間の連携体制の構築や

共通認識の醸成に努める。 

 

【健康危機管理課】 

防災基本計画との整合を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第 18節 物資の確保と緊急輸送体制の整備 

９3 第 18節 物資の確保と緊急輸送体制の整備 

(知事公室・健康医療福祉部・土木交通部・警察) 

第 18節 物資の確保と緊急輸送体制の整備 

(知事公室・健康医療福祉部・子ども若者部・土 

木交通部・警察) 

【子ども若者政策・私学振興課】 

組織改編対応のため。 

94 ② 県による備蓄等 

災害救助法および災害救助基金条例に基づき、

県庁ならびに健康福祉事務所単位で民間倉庫を

活用し、震災時に想定される被災者への食料およ

び寝具の公的備蓄を行っている。 

②県による備蓄等 

災害救助法および災害救助基金条例に基づ

き、県庁ならびに健康福祉事務所単位で民間倉

庫を活用し、災害時に想定される被災者への食

料および寝具の備蓄を行っている。 

【健康福祉政策課】 

「震災」「地震」「災害」など表記の統一を

図る必要があるため。 

「公的備蓄」の定義があいまいなため。 

94 ア 災害時緊急物資の備蓄の考え方 

県では、平素から地震時に想定される被災者の

概ね１日分に相当する量の食料および生活必需品

について、災害救助法に基づく公的備蓄に加え、流

通在庫方式によりその確保に努める。 

 

ア 災害時緊急物資の備蓄の考え方 

県では、平素から災害時に避難が想定される被

災者のおおむね１日分に相当する量の食料および

生活必需品について、災害救助法に基づく備蓄に

加え、災害時応援協定等の活用によりその確保に

努める。 

【健康福祉政策課】 

「公的備蓄」「流通在庫方式」の定義が

あいまいなため、より明確な内容に訂正 

標記の統一をはかるため。 

９4 （新設） 

 

 

ウ 備蓄状況の公表 

  災害対策基本法に基づき、毎年１回、県の備蓄

物資の保有状況をホームページ等で公表する。 

【健康福祉政策課】 

災害対策基本法等の改正のため。 

94 【県の備蓄物資一覧】 （令和６年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県の備蓄物資一覧】 （令和７年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【健康福祉政策課】 

時点修正のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 ③市町による備蓄等 

イ 生活必需品等 

・衛星製品（紙おむつ、生理用品、簡易トイレ等） 

・段ボールベッド等の簡易ベッド 

③市町による備蓄等 

イ 生活必需品等 

・衛星製品（紙おむつ、生理用品、簡易トイレ、ト 

イレットペーパー等） 

・段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド 

【防災危機管理局】【健康福祉政策課】 

防災基本計画との整合を図るため。 

95 ③市町による備蓄等 

（新設） 

③市町による備蓄等 

ウ 備蓄状況の公表 

災害対策基本法に基づき、毎年１回、広く住民 

に公表する。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画との整合を図るため。 

96 （３） 事業者との連携体制の構築 

（新設） 

（３） 事業者等との連携体制の構築 

災害時には、国が運用を開始した「災害対応車

両検索システム（D-TRACE）」を通じて、当該車

【健康福祉政策課】 

国の制度新設による追加のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

両を保有する事業者等へ車両の派遣を依頼す

る。また平時よりシステムに登録されている事業

者等の確認を行うほか、県で保有する当該車両

の登録や災害時応援協定締結企業等で保有する

当該車両の登録を呼びかける。 

97 ウ ヘリポート（飛行場外離着陸場） 

ヘリコプターによる航空輸送に当たっては、場外

離着陸場（県内 140箇所（内、大規模災害用 17

箇所）を利用し実施することを原則とし、これらの場

所を災害時に有効に利用し得るよう、関係機関お

よび住民等に対する周知徹底を図る。 

ウ ヘリポート（飛行場外離着陸場） 

ヘリコプターによる航空輸送に当たっては、場外離

着陸場（県内 141箇所（内、大規模災害用 17箇

所）を利用し実施することを原則とし、これらの場所

を災害時に有効に利用し得るよう、関係機関および

住民等に対する周知徹底を図る。 

【防災航空係】 

時点修正のため。 

97 ④ 緊急輸送道路ネットワークの整備 

県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発生時

の緊急輸送活動のために確保すべき道路および

輸送拠点について把握・点検するものとするとと

もに、国等と連携し関係機関と協議の上、災害に

対する安全性を考慮した「滋賀県緊急輸送道路ネ

ットワーク計画」(平成２５年２月)等に基づき、物資

輸送拠点や湖上輸送拠点等を緊密につなぐネット

ワークを確立する。 

④ 緊急輸送道路ネットワークの整備 

県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発生

時の緊急輸送活動のために確保すべき道路およ

び輸送拠点について把握・点検するものとすると

ともに、国等と連携し関係機関と協議の上、災害

に対する安全性を考慮した「滋賀県緊急輸送道路

ネットワーク計画」(令和７年３月)等に基づき、物

資輸送拠点や湖上輸送拠点等を緊密につなぐネ

ットワークを確立する。 

【高島土木事務所】 

計画が更新されたため。 

第 19節 広域避難・避難収容体制の整備 

99 第 19節 広域避難・避難収容体制の整備 

(知事公室・健康医療福祉部・土木交通部) 

第 19節 広域避難・避難収容体制の整備 

(知事公室・健康医療福祉部・子ども若者部・土

木交通部) 

【子ども若者政策・私学振興課】 

組織改編対応のため。 

１０2 (4)避難所の運営管理体制の構築等 

⑤一定の配慮が必要な避難者への配慮 

避難生活において一定の配慮を要する方に必要

な生活活動の維持について、保健医療福祉従事 

者による支援が保健活動の一環として行われるよ

(4)避難所の運営管理体制の構築等 

⑤ 一定の配慮が必要な避難者への配慮 

各避難所運営管理者は、避難生活において一定

の配慮を要する方に必要な生活活動の維持につ

いて、保健医療福祉従事者による支援が保健活

【防災危機管理局】 

主語を明確にするため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

うに努める。 動の一環として行われるように努める。 

１０2 （新設） ⑥ 地域のボランティア人材の育成・確保 

市町は、あらかじめ避難所運営・避難生活支援に

取り組む地域のボランティア人材の育成の確保に

努めるものとする。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画との整合を図るため。 

第 20節 要配慮者の安全確保と支援体制の強化 

104 第 20 節 要配慮者の安全確保と支援体制の強

化 

(知事公室・総合企画部・健康医療福祉部・商工

観光労働部・土木交通部) 

第 20節 要配慮者の安全確保と支援体制の強

化 

(知事公室・総合企画部・健康医療福祉部・子ども

若者部・商工観光労働部・土木交通部) 

【子ども若者政策・私学振興課】 

組織改編対応のため。 

１０4 ２ 基本方針 

災害時における高齢者・障害者・医療等を必要 

とする在宅療養者・外国人・乳幼児・妊産婦等の

要配慮者には、情報伝達、避難誘導、介護支援等

のきめ細かな配慮が必要である。 

 このため県と市町は連携して、要配慮者のうち、 

自力で避難することが困難な高齢者・障害者等の 

避難行動要支援者名簿の整備や個別避難計画の 

策定、避難体制の整備や社会福祉施設等の防災 

体制の構築、また、福祉避難所の設定や応急仮設 

住宅の建設等、要配慮者に迅速・的確に対応する 

ための体制や施設の整備を図る。 

また、男女共同参画をはじめとする多様な視点 

を取り入れた防災対策を推進する。 

特に、全国各地で発生した過去の大規模地震 

を教訓として、行政の災害対応能力の充実・強化 

を「滋賀県防災プラン」に基づき推進する。 

２ 基本方針 

災害時における高齢者・障害者・医療等を必要 

とする在宅療養者・外国人・乳幼児・妊産婦等の

要配慮者には、情報伝達、避難誘導、介護支援等

のきめ細かな配慮が必要である。 

 このため県と市町は連携して、要配慮者のうち、 

自力で避難することが困難な高齢者・障害者等の 

避難行動要支援者名簿の整備や個別避難計画の 

策定、避難体制の整備や社会福祉施設等の防災 

体制の構築、また、福祉避難所の設定や応急仮設 

住宅の建設等、要配慮者に迅速・的確に対応する 

ための体制や施設の整備を図る。 

また、男女共同参画をはじめとする多様な視点 

を取り入れた防災対策を推進する。 

（以降削除） 

【防災危機管理局】 

滋賀県防災プラン関係の記述は第１章 

第８節に集約のため。 

１07 「避難所運営ガイドライン」 「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライ

ン（チェックリスト）」 

【健康福祉政策課】 

引用先の名称変更によるため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第 2１節 災害復旧・復興への備えの強化 

１09 １ 施設体系 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施設体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画課】 

施策体系に合わせて修正。 

１09 ２ 基本方針 

円滑な災害復旧・復興を行うため、地籍調査の

推進ならびに公共土木建築物や各ライフライン

関係施設等の重要情報の保全を図る。 

 

３ 具体的な施策の展開 

(1) （新設） 

２ 基本方針 

円滑な災害復旧・復興を行うため、事前防災の 

観点からの検討、地籍調査の推進ならびに公共

土木建築物や各ライフライン関係施設等の重要情

報の保全を図る。 

 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 事前防災の観点からの取組 

迅速・円滑な復興まちづくりをあらかじめ検討

し、事前復興計画を策定するなど、事前防災の観

点から必要な取組を行うよう努める。 

【防災会議 池田委員】 

災害対策基本法の修正に伴い、「事前

復興まちづくり計画作成等による復興

事前準備の促進」について追記。 

（滋賀県都市計画方針（R4.3）の書き

ぶりに合わせて都市計画課が一部調

整） 

第 23節 災害救助基金の積立および運用 

１１2 エ 国からの救積に対する支払（法第 20条第 1

項） 

エ 国からの救償に対する支払（法第 20 条第 1

項） 

【健康福祉政策課】 

誤字の訂正のため。 

１１2 ② 具体的には、アに基づき確実な銀行への預金

を行うとともに、ウにより地震時に想定される被災

者の概ね１日分に相当する必要最小限の食料、 

② 具体的には、アに基づき確実な銀行への預金

を行うとともに、ウにより災害時に想定される被災

者のおおむね１日分に相当する必要最小限の食

料、 

 

【健康福祉政策課】 

標記の統一を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第 25節 地震防災上必要な教育および広報に関する計画 

114 ２ 基本方針 

  地震による災害から県民の生命、身体や財産を

守るためには、行政や各防災関係機関の的確な対

応に加え、県民が自らの生命や財産は自らの手で

守るとの認識を持って行動することが不可欠であ

る。 

  このため、県・市町をはじめ各防災関係機関は

各自の防災力の向上を図るとともに、多様な主体

が地域防災の担い手になって地域防災力の向上に

つながるよう、県民や事業者等の防災意識の高揚

を目指した教育および広報（ＰＲ・啓発活動）を推進

する。特に、全国各地で発生した過去の大規模災

害の教訓を踏まえ、当事者力・地域力を高めるなど

について「滋賀県防災プラン」に基づき推進する。

男女共同参画の視点から妥当なものであるか点検

することとする。 

２ 基本方針 

  地震による災害から県民の生命、身体や財産を

守るためには、行政や各防災関係機関の的確な対

応に加え、県民が自らの生命や財産は自らの手で

守るとの認識を持って行動することが不可欠であ

る。 

  このため、県・市町をはじめ各防災関係機関は

各自の防災力の向上を図るとともに、多様な主体

が地域防災の担い手になって地域防災力の向上に

つながるよう、県民や事業者等の防災意識の高揚

を目指した教育および広報（ＰＲ・啓発活動）を推進

する。（以降削除） 

【防災危機管理局】 

滋賀県防災プラン関係の記述は第１章

第８節に集約のため。 

115 イ 教育および広報の内容 

 (略) 

(ⅰ)南海トラフのプレート境界型地震、琵琶湖西

岸断層帯等の内陸活断層を震源とする地震の

発生機構に関する知識 

(ⅱ)震度情報に関する一般的な知識 

(ⅲ)地震が発生した場合における出火防止、近

隣の人々と協力して行う救助活動、初期消火

および自動車運行の自粛等防災上とるべき行

動に関する知識 

(ⅳ)緊急地震速報の利用などによる正確な情報

入手の方法 

イ 教育および広報の内容 

 (略) 

(ア)南海トラフ地震臨時情報の内容およびこれ

に基づきとられる措置の内容 

(イ)予想される地震動に関する知識 

(ウ)南海トラフのプレート境界型地震、琵琶湖西

岸断層帯等の内陸活断層を震源とする地震の

発生機構や震度情報等、地震に関する一般的

な知識 

(エ)地震が発生した場合の出火防止対策、近隣

の人々と協力して行う救助活動・避難行動、初

期消火および自動車運転の自粛等、防災上と

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

(ⅴ)防災関係機関が講ずる災害応急対策等の

内容 

(ⅵ)各地域における急傾斜地崩壊危険箇所等

に関する知識 

(ⅶ)各地域における避難場所および避難路等に

関する知識 

(ⅷ)避難生活に関する知識 

(ⅸ)平素住民が実施しうる応急手当、生活必需

品の備蓄、家具の固定、出火防止、地震保険、

火災保険の加入、ブロック塀の倒壊防止、家

庭動物に係る防災対策等の内容 

るべき行動に関する知識 

(オ)緊急地震速報の利用などによる正確な情報

入手の方法 

(カ)防災関係機関が講ずる災害応急対策等の

内容 

(キ)各地域における土砂災害警戒区域等に関す

る知識 

(ク)各地域における避難場所および避難路等に

関する知識 

(ケ) 地域住民等自らが実施し得る、最低でも３

日間分、可能な限り１週間分程度の生活必需

品の備蓄、家具の固定、出火防止、地震保

険、火災保険の加入、ブロック塀の倒壊防止、

家庭動物に係る防災対策等の災害発生時に

おける応急措置の内容や実施方法 

(コ) 避難生活に関する知識 

(サ) 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実 

施 

1１6 イ 幼児・児童生徒に対する教育 

（省略） 

（新設） 

イ 幼児・児童生徒に対する教育 

（省略） 

ウ 大規模災害時における応援体制の構築 

 大規模災害が発生した場合に被災した学校を支

援し子どもたちの学びを速やかに確保するため、

教職員等による災害時の県内外における応援体制

を構築する。 

【教育総務課】 

防災基本計画の修正に伴うもの。 

国において、大規模災害時における児

童生徒の学びの継続のため、被災地学

び支援派遣等枠組（D-EST)に係る体

制の整備を図ることとしており、滋賀県

においても令和７年度から取り組みを

始めているため。 

116 イ 防災教育の内容 

  県職員を対象とした防災教育の内容は、少なく

とも次の事項を含むものとする。 

イ 防災教育の内容 

  県職員を対象とした防災教育の内容は、少なく

とも次の事項を含むものとする。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

 

  (ⅰ)南海トラフによる地震、琵琶湖西岸断層帯

を震源とする内陸直下型地震等に伴い発生す

ると予想される地震動に関する知識 

  (ⅱ)地震に関する一般的な知識 

  (ⅲ)地震が発生した場合に具体的にとるべき行

動に関する知識 

 

  (ⅳ)職員等が果たすべき役割 

 

 

  (ⅴ)地震防災対策として現在講じられている対

策に関する知識 

  (ⅵ)今後地震対策として取り組む必要のある課     

   題 

  (ⅶ)内閣府の「男女共同参画の視点からの防

災・復興の取組指針、同ガイドライン」に基づく

避難所の運営に関する知識 

(ア)南海トラフ地震臨時情報の内容およびこれ

に基づきとられる措置の内容 

  (イ)南海トラフ地震、琵琶湖西岸断層帯を震源

とする内陸直下型地震等に伴い発生すると予

想される地震動に関する知識 

  (ウ)地震に関する一般的な知識 

  (エ) 南海トラフ地震臨時情報が出された場合

および地震が発生した場合に具体的にとるべ

き行動に関する知識 

  (オ)南海トラフ地震臨時情報が出された場合お

よび地震が発生した場合に職員等が果たすべ

き役割 

  (カ)地震防災対策として現在講じられている対

策に関する知識 

  (キ)今後地震対策として取り組む必要のある課          

   題 

  (ク)内閣府の「男女共同参画の視点からの防 

災・復興の取組指針、同ガイドライン」に基づ 

く避難所の運営に関する知識 

１17 ⑤ 企業防災の促進 

ア 企業は、災害時の果たすべき役割（生命の安 

全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢 

献・地域との共生）を十分に認識し、各企業にお 

いて災害時に重要業務を継続するための事業 

継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるととも 

に、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を 

図る等し、防災体制の整備を実施するなどの防 

災活動の推進に努める。 

イ 県は、中小企業に対して情報提供やＢＣＰ策定 

⑤ 企業防災の促進 

ア 企業は、災害時の果たすべき役割（生命の安 

全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢 

献・地域との共生）を十分に認識し、各企業にお 

いて災害時に重要業務を継続するための事業 

継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるととも 

に、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を 

図る等し、防災体制の整備を実施するなどの防 

災活動の推進に努める。 

イ 県は、中小企業に対して情報提供やＢＣＰ策定 

【防災危機管理局】 

「滋賀県防災対策の推進に関する条

例」との整合を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

の支援に努めることで、その自主的な取組を促 

進し、市町とともに企業と協力して県内の防災 

力の向上を図るものとする。 

（追記） 

の支援に努めることで、その自主的な取組を促 

進し、市町とともに企業と協力して県内の防災 

力の向上を図るものとする。 

ウ 企業は、災害が発生し、または発生するおそれ 

がある場合には、従業員および施設の利用者 

等に対し災害に関する情報の伝達、避難誘導 

その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

エ 企業は従業員および施設の利用者等が災害 

時に必要とする物資を備蓄するよう努める。 

第 26節 防災訓練の充実 

119 ２ 基本方針 

地震による被害を防止または軽減するために

は、日頃から防災訓練の機会を十分持ち、県民が

知識と実践の両面で、いざという時の活動内容を

しっかりと理解し身につけておくことが重要である。

このため県は、各防災関係機関や地域住民との緊

密な連携による実践的な地震災害総合訓練の充実

に努める。 

２ 基本方針 

地震による被害を防止または軽減するためには、

日頃から防災訓練の機会を十分持ち、県民が知

識と実践の両面で、いざという時の活動内容をし

っかりと理解し身につけておくことが重要である。

このため県は、各防災関係機関や地域住民、自主

防災組織等との緊密な連携による実践的な地震

災害総合訓練の充実に努める。 

 県は、市町が自主防災組織等の参加を得て訓

練を行う場合には、市町に対し、必要な助言と指

導を行うものとする。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 

１２0 （４）その他の訓練の充実 

④ 感染症禍を想定した対策訓練 

 県、市町は、関係機関と連携し、新型コロナウイル

ス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した感

染者の避難誘導や避難所開設・運営訓練を積極的

に実施するものとする。 

（４）その他の訓練の充実 

④ 感染症禍を想定した対策訓練 

 県、市町は、関係機関と連携し、新型インフルエ

ンザ等感染症等（指定感染症および新感染症を

含む。）を含む感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した

感染者の避難誘導や避難所開設・運営訓練を積

極的に実施するものとする。 

【防災危機管理局】 

他の修正箇所と整合を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

120 （新設） (５)防災訓練の実施に当たって留意すべき事項 

・市町、防災関係機関、関係施設・事業者等との

共同訓練を行うよう配慮するとともに、地域住民

等の協力およびその参加を得るよう留意する。 

・地域において要配慮者等を支援する体制が整

備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニ

ーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮する

よう努める。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 

第 28節 災害ボランティアへの支援 

124 ③協力体制の構築  

県災害ボランティアセンターは、ボランティア・ＮＰ

Ｏ関係機関・団体等で構成する災害ボランティアセ

ンター運営協議会を設置し、平常時からこれら団

体等と連携することにより災害時の連絡体制や役

割分担を明確にし、発災時の運営を円滑化する。  

 また、県内外の災害ボランティアに関わる団体・グ

ループと平常時から連携を図ることにより、災害時

におけるボランティアの受入等への備えをしておく。 

③協力体制の構築  

県災害ボランティアセンターは、ボランティア・ＮＰ

Ｏ関係機関・団体等で構成する災害ボランティアセ

ンター運営協議会を設置し、平常時からこれら団

体等と連携することにより災害時の連絡体制や役

割分担を明確にし、発災時の運営を円滑化する。  

 また、災害ボランティアセンター運営協議会にお

いては、国の被災者援護協力団体登録制度の運

用も踏まえて、県内外の災害ボランティアに関わる

団体・グループと平常時からの連携強化に努め、

災害時におけるボランティアの受入等に備える。 

  併せて、全国域の災害中間支援組織である全

国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（JVOAD）とも連携し、発災時における連携体制

強化を図っていく。 

【防災会議 辻岡委員】 

災害対策基本法等の改正により、避難

所の運営支援、炊き出し等の被災者援

護に協力するNPO・ボランティア団体

等を国が「被災者援護協力団体」として

登録する制度を創設したため。（健康福

祉政策課一部調整） 

 

【健康福祉政策課】 

JVOAD との連携体制強化を追加。 

１24 ④専門ボランティアとの連携体制の構築 

 県は、災害時のボランティア活動のうち、被災建

築物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士、

外国語通訳ボランティア、カウンセラー等、一定の

知識、経験や資格を必要とする専門ボランティア

④専門ボランティアとの連携体制の構築 

県および災害ボランティアセンター運営協議会

は、災害時のボランティア活動のうち、被災建築物

応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士、外

国語通訳ボランティア、カウンセラー、重機オペレ

【健康福祉政策課】 

災害ボランティアセンター運営協議会

による専門ボランティアとの連携体制の

構築について追加。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

が、災害時に迅速・的確に対応できるよう、平常時

から各所管部局において、氏名、連絡先、活動の種

類等の把握を行うなど専門ボランティアとの連携協

力関係の構築に努める。 

ーター、大工等、一定の知識、経験や資格を必要

とする専門ボランティアが、災害時に迅速・的確に

対応できるよう、平常時から各所管部局等におい

て、氏名、連絡先、活動の種類等の把握を行うな

ど専門ボランティアとの連携協力関係の構築に努

める。 

【防災会議 西谷委員】 

専門ボランティアとして重機オペレー

ター、大工を追記。 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害応急対策の活動体制 

131 (4) 災害対策本部、地方本部 

（新設） 

(4) 災害対策本部、地方本部 

⑩ 活動調整会議の設置 

第３章災害応急対策計画 第５章消防計画 ２応

急対策計画 ⑷応援要請に関する計画により、緊

急消防援助隊の応援を要請し、かつ消防応援活動

調整本部を設置した場合、消防の応援等の総合調

整を行うことからも、広域的支援部隊（緊急消防援

助隊、警察災害派遣隊および自衛隊災害派遣部隊

など）の派遣を要請した場合、被災地での迅速かつ

的確な活動に資するため、各機関の総合的な連

携・調整を図ることを目的に災害対策本部に活動

調整会議を設置し、関係機関との連絡調整を図る

ものとする。 

また、救助機関が相互に連携した救助・救急活

動が実施できるよう、情報連絡を密に行うととも

に、活動調整会議において、活動区域や役割分担

等の調整を図るものとする。なお、活動調整会議に

ついては、必要に応じて市町災害対策本部に設置

される市町の活動調整会議や災害現場における現

地合同調整所から情報を得て、活動調整を行うも

のとする。 

【防災危機管理局】 

令和６年能登半島地震において、実動

機関（警察・消防・自衛隊等）を統括・調

整する機能が不十分であったことや、実

動機関が保有する情報の共有に苦慮し

たことが課題とされたことなどから、広

域的支援部隊の総合的な連携・調整を

図るため、県災害対策本部に活動調整

会議を設置することを追記。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

１33 （新設） ③ 職員の業務環境整備 

 ・災害対応の状況に応じて職員への心のケア

の体制を拡充する 

 ・男女別の鍵のかかる仮眠室など、災害対応に当

たる職員の業務環境を整備する 

【防災会議 池田委員】 

「支援者支援」の仕組みの必要性は、過

去の大災害で指摘され続けている。子

育てや介護に携わっている職員への支

援、心のケア、休息がとれる環境などが

不足した結果、職員の疲弊を招いたと

されているため。 

第２節 災害救助法の適用 

１36 ① 災害が発生した場合の救助 

ア 避難所（福祉避難所含む）の設置 

イ 応急仮設住宅の供与 

ウ 炊出しその他による食品の給与 

エ 飲料水の供給 

オ 被服、寝具その他生活必需品等の給与または

貸与 

カ 医療および助産 

キ 被災者の救出 

ク 被災した住宅の応急修理 

（ア）住宅の被害の拡大を防止するための緊急

の修理 

（イ）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

ケ 学用品の給与 

コ 埋葬 

サ 死体の捜索 

シ 死体の処理 

ス 災害によって住居またはその周辺に運ばれた

土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去 

① 災害が発生した場合の救助 

（ア） 避難所（福祉避難所含む）の設置 

（イ） 応急仮設住宅の供与 

（ウ） 炊出しその他による食品の給与 

（エ） 飲料水の供給 

（オ） 被服、寝具その他生活必需品等の給与また

は貸与 

（カ） 医療および助産 

（キ） 被災者の救出 

（ク） 福祉サービスの提供 

（ケ） 被災した住宅の応急修理 

（a）住宅の被害の拡大を防止するための緊急

の修理 

（b）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

（コ） 学用品の給与 

（サ） 埋葬 

（シ） 死体の捜索 

（ス） 死体の処理 

（セ） 災害によって住居またはその周辺に運ばれ

た土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去 

【防災会議 辻岡委員】 

災害対策基本法等に改正に伴い、災害

救助法の第 4条「救助の種類」に「福祉

サービスの提供」が追加されたため。 

【健康福祉政策課】 

災害救助法の改正および風水害編との

表記の統一によるため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第３節 相互協力計画 

137 （新設） (2)市町は、応急措置が的確かつ円滑に行われる 

ようにするため必要があると認めるときは、県に 

対し、国に対する応急措置の実施を求めるもの 

とする。市町はこの要求ができない場合は、そ 

の旨および当該市町の地域における災害の状 

況を国に通知するものとする。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画との整合を図るため。 

１39 ５ 市町との相互協力 

 (1) 被災市町の市町本部長は、災害応急対策実

施のため必要があるときは、県本部長（防災危機管

理局）に応援（職員の派遣を含む。以下同じ）また

は応援のあっ旋を求めるなどして災害対策に万全

を期す。 

 県は、求められた災害応急対策全般について応

諾義務を負う。 

 特に、全国各地で発生した 過去の大規模災害 

の教訓を踏まえ 、 家屋被害認定やり 災証明書

の発行等、被災地の早期復興と被災者の生活再建

に必要不可欠な市町の業務について、県と市町間

の連携を強化し 「滋賀県防災プラン」に基づき支

援するものとする。 

５ 市町との相互協力 

 (1) 被災市町の市町本部長は、災害応急対策実

施のため必要があるときは、県本部長（防災危機管

理局）に応援（職員の派遣を含む。以下同じ）また

は応援のあっ旋を求めるなどして災害対策に万全

を期す。 

 県は、求められた災害応急対策全般について応

諾義務を負う。 

（以降削除） 

【防災危機管理局】 

滋賀県防災プラン関係の記述は第１章

第８節に集約のため。 

１39 ５ 市町との相互協力 

(2) 県本部長は、必要に応じ、災害を受けた市町

が応急対策を円滑に実施できるよう本部支援連絡

員、地方本部情報連絡員、被災市町支援チームを

市町本部に派遣するとともに、他の市町に対し、 

応援についての指示を行い、または防災関係機関

の応援をあっ旋するのもとする。 

  するものとする。 

５ 市町との相互協力 

(２)県は、市町の要請があった場合または県が支

援の必要があると判断した場合、「県本部リエゾン

／地方本部リエゾン」、「情報連絡員」、「避難所運

営等の支援員」により構成する「被災市町支援チ

ーム」を、市町の災害対策本部に派遣し、市町が

必要とする応援職員や支援物資のニーズ把握等

に努め、災害対策本部運営、避難所運営、住家被

【防災危機管理局】 

「市町へのリエゾン派遣制度」の創設お

よび「滋賀県災害時受援計画」の改定

によるため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

害認定調査等の早期実施など被災市町における

初動対応を支援する。 

なお、大規模災害等により県内全域で被害が

発生した場合は、応援側にマネジメントを含めた

支援チームの派遣を全国知事会や関西広域連合

等広域応援協定締結団体に要請するとともに、総

務省が策定した「応急対策職員派遣制度」に基づ

く確保調整本部に、避難所の運営、罹災証明書の

交付等の災害対応業務の支援、「災害マネジメン

ト総括支援員」等による支援の要請を行う。 

１４1 ③電力会社相互間 

ア 非常災害対策用資機材の広域運営 

非常災害対策用資機材の備蓄を効率的にすると

ともに、災害時の不足資機材の調達を迅速、容易

にするため、隣接電力会社と非常災害対策用資機

材の相互融通体制を整えておくものとする。 

 

イ 地震時における電力の融通 

地震時等に電力が不足したときは、隣接電力会

社と締結している「全国融通電力需給契約」「全国

融通電 力振替供給契約」に基づき、安定した電力

の供給を図るよう体制を整えておくものとする。 

③電力会社相互間 

ア 復旧用資機材の広域運営 

復旧用資機材の備蓄を効率的にするとともに、

災害発生時の不足資機材の調達を迅速、容易に

するため、広域機関の「防災業務計画」に基づき、

他事業者と復旧用資機材の相互融通体制を整え

ておく。 

イ 災害時における電力の融通 

災害の発生により、電力需給に著しい不均衡

が生じ、需給状況を速やかに改善する必要があ

る場合には、広域機関の指示等に基づく電力の

緊急融通により需給状況の改善を図る。 

【関西電力送配電】 

関西電力および関西電力送配電におけ

る「防災業務計画」（2023年 7月）と

の文言統一により追記、削除のため。 

第４節 自衛隊災害派遣要請計画 

１５3 血液薬品等 血液製剤 【薬務課】 

語句修正のため。 

第５節 消防計画 

１59 【災害時応援協定編・参考編参照】 

・ 滋賀県広域消防相互応援協定 

・ 滋賀県下消防団広域相互応援協定 

【災害時応援協定編・参考編参照】 

・ 滋賀県広域消防相互応援協定 

・ 滋賀県下消防団広域相互応援協定 

【防災航空係】 

語句修正のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

・ 滋賀県緊急消防援助隊受援計画 

・ 滋賀県緊急消防援助隊航空部隊・航空式支援

隊受援計画 

・ 滋賀県緊急消防援助隊受援計画 

・ 滋賀県緊急消防援助隊航空部隊・航空指揮

支援隊受援計画 

第６節 救急救助および保健医療救護計画 

１75 (4）災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の活動内

容 

災害派遣福祉チーム（しが DWAT）は、派遣先

である一般避難所および福祉避難所において災

害時要配慮者に対し、次に掲げる活動を行う。 

① 福祉避難所への誘導 

② アセスメントの実施 

③ 日常生活上の支援 

④ 相談支援 

⑤ 避難所内の環境整備 

⑥ 関係機関・他職種チーム・被災地社会福祉施 

設等との連携 

⑦ その他、ネットワーク本部またはリーダーが必

要と認める活動 

(4）災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の活動内

容 

災害派遣福祉チーム（しが DWAT）は、派遣先

である避難所や、在宅および自家用車ならびに被

災した社会福祉施設等その他地域で生活する要

配慮者に対し、主に次に掲げる活動を行う。 

① 要配慮者情報の収集 

② 福祉避難所等への誘導 

③ 要配慮者へのアセスメント 

④ 日常生活上の支援 

⑤ 相談支援 

⑥ 避難所における環境整備 

⑦ 本部、都道府県との連絡調整、状況等の報告 

⑧ 後続のチームへの引継ぎ 

⑨ 被災市区町村や避難所等の管理者等との連 

携 

⑩ 他職種との連携 

⑪ 被災地域の社会福祉施設等との連携 

【健康福祉政策課】 

災害対策基本法の改正に伴う修正のた

め。 

第７節 情報連絡計画 

１8２ ⑤「南海トラフ地震臨時情報」が発表された時の県

の体制 

c 「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」が発表さ

れた場合 

⑤「南海トラフ地震臨時情報」が発表された時の県

の体制 

c 南海トラフ地震臨時情報発表に対する国からの

特別な注意・警戒の呼びかけが終了したとき 

【彦根地方気象台】 

臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注

意）に解除の運用が無いため。 

１８4 （ウ）指定地方行政機関、指定（地方）公共機関 

指定地方行政機関、指定（地方）公共機関は、県本

（ウ）指定地方行政機関、指定（地方）公共機関 

指定地方行政機関、指定（地方）公共機関は、土木

【滋賀県道路公社】 

情報集約ルート修正のため。 



   

- 27 - 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

部（設置前は防災危機管理局）に報告を行い、県本

部は速やかに国（総務省消防庁）に報告することと

する。 

交通部（道路保全課）所管の道路に関する情報を

集約の上、県本部（設置前は防災危機管理局）に

報告を行い、県本部は速やかに国（総務省消防庁）

に報告することとする。 

１８８ ③ 広聴活動 

広報課と関係所属は連携して、災害に関して寄せ

られる相談・照会・苦情に応じる。 

③ 広聴活動 

広報課と関係所属は国とも連携して、災害に関して

寄せられる相談・照会・苦情に応じる。 

【総務省滋賀行政監視行政相談センタ

ー】 

令和 6年 6月 28日付けの「防災基本

計画」改定において、「第 2編 各災害

に共通する対策編」「第 3章 災害復

旧・復興」「第 4節 被災者等の生活再

建等の支援」に「国（総務省）は、被災者

に対する各種支援措置の案内等に対応

する特別行政相談活動を行うものとす

る。」が新設され、当センターの行う特

別行政相談活動とは、①被災者への生

活支援情報の提供、②専用電話を備え

た相談窓口の開設、③特別行政相談所

の開設などであり、これらの活動は地域

防災計画での左記の項目と密接に関係

しているため 

第８節 通信および放送施設応急対策計画 

19０ ウ 電源の喪失等の場合、近畿総合通信局へ電源

車の貸与要請を実施 

ウ 電源の喪失等の場合、近畿総合通信局へ電

源車等の貸与要請を実施 

【近畿総合通信局】 

電源車の他、電源車と同等出力の発電

機、燃料（ＬＰガス）、ポータブル蓄電器

も電源運搬車により運搬貸与するた

め。 

第 11節 輸送計画 

2０９ 【滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画図】 

（令和６年２月） 

【滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画図】 

（令和７年３月） 

【滋賀国道事務所】 

計画見直しによる時点更新のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第 12節 鉄道施設応急対策計画 

212 ３ 私鉄等施設応急対策計画（京阪電気鉄道株式

会社、近江鉄道株式会社、信楽高原鐵道株式会

社、甲賀市） 

 

② 近江鉄道株式会社 

 

地震が発生した場合、運転取扱心得および鉄道

事業緊急時対策内規の定めるところにより、被害の

拡大防止と旅客の安全を確保し、被害を早期に復

旧して輸送の再開を図る。 

３ 私鉄等施設応急対策計画（京阪電気鉄道株式

会社、近江鉄道株式会社・一般社団法人近江鉄

道線管理機構、信楽高原鐵道株式会社、甲賀市） 

 

② 近江鉄道株式会社・一般社団法人近江鉄道

線管理機構 

地震が発生した場合、運転取扱実施基準およ

び鉄道事業緊急時対策内規の定めるところによ

り、被害の拡大防止と旅客の安全を確保し、被害

を早期に復旧して輸送の再開を図る。 

【交通戦略課】 

近江鉄道線は令和 6年 4月から公有

民営方式による上下分離に移行し、近

江鉄道(株)が第二種鉄道事業者として

鉄道の運行を担い、（一社）近江鉄道線

管理機構が第三種鉄道事業者として鉄

道施設の保有・維持管理を担うこととな

ったため。 

 

【近江鉄道】 

規定改定による名称変更のため。 

212 (2) 応急対策 

 ① 京阪電気鉄道株式会社（略） 

 ② 近江鉄道株式会社（略） 

(2) 応急対策 

 ① 京阪電気鉄道株式会社（略） 

 ② 近江鉄道株式会社・一般社団法人近江鉄道

線管理機構（略） 

【交通戦略課】 

同上 

第 14節 避難計画 

２２2 １ 計画方針 

地震時における人的被害を軽減するため、防災 

関係機関が連絡調整を密にし、被災者を速やか 

に安全な場所に避難誘導する。また、被災者の当 

面の居所を確保し生活の安定を図るため、必要に 

応じ避難所を設置する。なお、その際には傷病者 

、障害者、高齢者、幼児、妊産婦等の要配慮者に 

合理的配慮を提供する。また、外国人については 

平常時より避難所等に関する多言語による情報 

提供に努めるものとする。 

特に、全国各地で発生した大規模地震の教訓 

を踏まえ、寄り添い型・協働型避難支援の実現と

１ 計画方針 

地震時における人的被害を軽減するため、防災 

関係機関が連絡調整を密にし、被災者を速やか 

に安全な場所に避難誘導する。また、被災者の当 

面の居所を確保し生活の安定を図るため、必要に 

応じ避難所を設置する。なお、その際には傷病者 

、障害者、高齢者、幼児、妊産婦等の要配慮者に 

合理的配慮を提供する。また、外国人については 

平常時より避難所等に関する多言語による情報 

提供に努めるものとする。 

（以降削除） 

【防災危機管理局】 

滋賀県防災プラン関係の記述は第１章

第８節に集約のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

要配慮者への合理的な配慮の提供を「滋賀県防

災プラン」に基づき推進する。 

224 ７ 要配慮者の避難に関する配慮 

（健康福祉政策課、健康危機管理課、医療福

祉推進課、障害福祉課、子ども若者政策・私学振

興課） 

 

７ 要配慮者の避難に関する配慮 

（健康福祉政策課、健康危機管理課、医療福

祉推進課、障害福祉課、子ども若者政策・私学振

興課、子どもの育ち学び支援課、子育て支援課、

子ども家庭支援課） 

【防災危機管理局】 

組織改編対応のため。 

227 また、男女のニーズの違いなど男女双方の視点

に加え、性的指向・ジェンダーアイデンティティに

関しても配慮に努めるとともに、や家庭動物の飼

養の有無による被災時のニーズの違いにも配慮

するよう努める。 

また、男女のニーズの違いなど男女双方の視点

に加え、性的指向・ジェンダーアイデンティティに

関しても配慮に努めるとともに、家庭動物の飼養

の有無による被災時のニーズの違いにも配慮す

るよう努める。 

【健康福祉政策課】 

誤字の訂正のため。 

２27 (3)避難所の運営 

②市町（県）本部は、在宅避難者等が発生する場合 

や、避難所のみで避難者等を受け入れることが

困難となる場合に備えて、～ 

(3)避難所の運営 

② 市町（県）は、指定避難所だけでなく、協定・届

出避難所として位置付けられた避難所について

も、あらかじめ情報を把握するとともに、在宅避

難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者

等を受け入れることが困難となる場合に備えて、

～ 

【防災危機管理局】 

防災基本計画と整合を図るため修正。 

228 ⑥各避難所運営管理者は、避難所の運営における

女性の参画を推進する。また、男女のニーズの違い 

など男女双方の視点に加え、性的指向・ジェンダー

アイデンティティに関して配慮が必要な人などの視

点や家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズ

の違いに配慮するよう努める。 特に、プライバシー

を十分に確保できる間仕切りの工夫や、他者の視

線が気にならない男女別の更衣室や物干し場、入

浴設備、清潔で誰でも安心して使えるトイレ、授乳

室（搾乳スペース含むの設置、生理用品・女性用 

⑥ 各避難所運営管理者は、指定避難所等の運営

における女性や子育て家庭の参画を推進する。

また、男女のニーズの違いなど男女双方の視点

に加え、性的指向・ジェンダーアイデンティティに

関して配慮が必要な人などの視点や、子ども・若

者の居場所の確保、家庭動物の飼養の有無によ

る被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。

特に、プライバシーを十分に確保できる間仕切り

の工夫や、他者の視線が気にならない男女別の

更衣室や物干し場、入浴設備、清潔で誰でも安

【防災会議 池田委員】 

災害対策基本法等の改正のため。 

 

【防災危機管理局】 

防災基本計画の文言通りに「指定避難

所等の運営における」と修正。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

下着の配布方法の工夫、避難所における安全性の

確保など、女性や子育ての家庭のニーズに配慮し

た避難所の運営に努める。 

心して使えるトイレ、授乳室（搾乳スペース含む）

の設置、生理用品・女性用下着の配布方法の工

夫、避難所における安全性の確保、キッズスペー

スや学習スペースの設置など、女性や子育ての

家庭、子ども・若者のニーズに配慮した避難所の

運営に努める。 

228 ⑨ 各避難所運営管理者は、指定避難所における 

生活環境が常に良好なものであるよう努めるも 

のとする。そのため、避難所開設当初からパー 

ティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設 

置するよう努めるとともに、あらかじめ避難所 

内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利 

用計画を作成するよう努めるものとする。 

⑨ 各避難所運営管理者は、避難所における 

生活環境が常に良好なものであるよう努めるも 

のとする。そのため、避難所開設当初からプライ 

バシー確保のためのパーティションや段ボール 

ベッド等の簡易ベッドを設置すること、栄養バラ 

ンスのとれた適温の食事を提供できるよう、炊 

き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調 

理器具や食料を確保することに努めるととも 

に、快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健 

康のための入浴施設の設置状況等を把握し、 

必要な対策に努めるものとする。また、あらかじ 

め避難所内の空間配置図、レイアウト図などの 

施設の利用計画を作成するよう努めるものとす 

る。 

 さらには、医師、保健師、看護師、管理栄養士 

等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、 

ごみの処理状況など、避難者の健康状態や避 

難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活 

に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施な 

ど、必要な措置に努めるものとする。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画と整合を図るため修正。 

２29 (4)県本部の設置 

① 県本部は、市町に設置される避難所の状況を 

把握し、調整を行う部署を設け、市町本部の報 

(4)県本部の設置 

① 県本部は、市町に設置される避難所の状況を 

把握し、調整を行う部署を設け、市町本部の報 

【防災危機管理局】 

滋賀県防災対策推進条例との整合を

図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

告により、避難所の開設状況および運営状況、 

その他被災者のニーズ等について把握する。 

告により、避難所の開設状況および運営状況、 

その他被災者のニーズ等について把握する。 

 また、指定避難所の円滑な運営が確保される 

とともに、指定避難所の良好な居住性が確保さ 

れるよう、市町本部に対し、情報提供、助言、そ

の他必要な支援を行う。 

229 (2)県内における広域一時滞在の実施 

①被災市町の実施事項 

イ ～県に報告しなければならない。 

(2)県内における広域一時滞在の実施 

①被災市町の実施事項 

イ ～県に報告しなければならない。また、協議先 

市町との間で、被災住民に関する情報の共有を 

確実に行うものとする。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画との整合を図るため。 

２3０ ②協議先市町の実施事項 

イ ～必要と認める者に通知しなければならない。 

②協議先市町の実施事項 

イ ～必要と認める者に通知しなければならない。

また、受け入れた被災住民に対し、必要な支援

情報を提供するものとする。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画との整合を図るため。 

２30 

 

（３）県外における一時滞在 

①被災市町の実施事項 

イ ～県に報告しなければならない。 

（３）県外における一時滞在 

①被災市町の実施事項 

イ ～県に報告しなければならない。また、協議先 

市町との間で、被災住民に関する情報の共有を

確実に行うものとする。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画との整合を図るため。 

２3１ （４）県外避難者の受け入れ 

①市町の実施事項 

イ ～必要と認める者に通知しなければならない。 

（４）県外避難者の受け入れ 

①市町の実施事項 

イ ～必要と認める者に通知しなければならない。 

また、受け入れた被災住民に対し、必要な支援

情報を提供するものとする。 

【防災危機管理局】 

防災基本計画との整合を図るため。 

第 15節 飲料水・食料・生活必需品・燃料等の供給計画 

233 また、県および市町は、事前に物資調達・輸送

調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を

行うとともに、 

また、県および市町は、事前に新物資システム

（B-PLo）を用いて備蓄状況の確認を行うととも

に、 

【健康福祉政策課】 

システム名の変更のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

234 県は、平素から地震時に想定される被災者のお

おむね１日に相当する量の食料について災害救助

法に基づく公的備蓄に加え、流通在庫方式により

確保に努めるものとする。 

県は、平素から災害時に避難が想定される被

災者のおおむね１日に相当する量の食料について

災害救助法に基づく備蓄に加え、災害時応援協

定等の活用により確保に努めるものとする。 

【健康福祉政策課】 

「公的備蓄」「流通在庫方式」の定義が

あいまいなため、より明確な内容に訂正 

標記の統一をはかるため。 

234 災害救助法が適用された際（適用見込含む）に

は、県本部は、市町本部の要請に基づき備蓄物資

の払い出しや災害時応援協定締結企業等からの

調達、輸送体制の確立等の必要な措置をとる～ 

災害救助法が適用された際（適用見込含む）に

は、県本部は、市町本部の要請に基づき備蓄物資

の払い出しや輸送体制の確立等の必要な措置を

とる～ 

【健康福祉政策課】 

前段の内容と重複するため。 

235 地震発生後３日間程度は、備蓄食料の払出し

および流通在庫方式による調達によって実施す

る。 

地震発生後３日間程度は、備蓄食料の払出し

および災害時応援協定等の活用による調達によ

って実施する。 

【健康福祉政策課】 

「流通在庫方式」の定義があいまいなた

め、より明確な内容に訂正のため。 

236 県は、平素から地震時に想定される被災者のお

おむね１日に相当する量の生活必需品について、

公的備蓄および流通在庫方式により確保に努め

るものとする。 

 県は、平素から災害時に避難が想定される被

災者のおおむね１日に相当する量の生活必需品に

ついて、備蓄および災害時応援協定等の活用によ

り確保に努めるものとする 

【健康福祉政策課】 

「公的備蓄」「流通在庫方式」の定義が

あいまいなため、より明確な内容に訂正 

標記の統一をはかるため。 

第 17節 住宅応急対策計画 

２48 ②建設型応急住宅の設置・供与 

 ～なお、～災害時要配慮者に配慮した構造となる

ように～ 

②建設型応急住宅の設置・供与 

 ～なお、～要配慮者に配慮した構造となるように

～ 

【住宅課】 

表現統一のため。 

２48 （４）応急仮設住宅～おける要配慮者への配慮 

県本部、および市町本部は、災害時要配慮者が

生活する～ 

（４）応急仮設住宅～おける要配慮者への配慮 

県本部、および市町本部は、要配慮者が生活する

～ 

【住宅課】 

表現統一のため。 

251 イ 応急修理 イ 緊急の修理 【住宅課】 

語句の訂正のため。 

251 ウ 費用の限度、期間等 

  費用の限度、期間等については、「災害救助法

による救助の程度、方法および期間ならびに実費

弁償の基準」（平成 25年 10月１日付内閣府告示

ウ 費用の限度、期間等 

  費用の限度、期間等については、「災害救助法

による救助の程度、方法および期間ならびに実費

弁償の基準」（平成 25年 10月１日付内閣府告示

【住宅課】 

条ずれ訂正のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第 228号）第７条による。 第 228号）第８条による。 

２52 3） 費用の限度、期間等 

費用の限度、期間等については、「災害救助法によ

る救助の程度、方法および期間ならびに実費弁償

の基準」（平成 25年 10月 1日付内閣府告示第

228号）第 12条による。 

3） 費用の限度、期間等 

費用の限度、期間等については、「災害救助法に

よる救助の程度、方法および期間ならびに実費弁

償の基準」（平成 25 年 10 月 1 日付内閣府告示

第 228号）第１３条による。 

【住宅課】 

条ずれ訂正のため。 

第 18節 電力・ガス施設応急対策計画 

2５６ ②応急対策要員の確保 

大規模な災害により、事業者単独で対応するこ

とが困難な場合には、一般社団法人日本ガス協会

の「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」

に基づき、災害を免れた事業者からの協力体制を

活用する。 

②応急対策要員の確保 

大規模な災害により、事業者単独で対応するこ

とが困難な場合には、一般社団法人日本ガス協

会の「非常事態における応援要綱」およびガス導

管事業者連名の「災害時連携計画」に基づき、災

害を免れた事業者からの協力体制を活用する。 

【大津市企業局】 

日本ガス協会の要綱改定およびガス事

業 

者が連名で応援体制を定めた「非常時

連携計画」を 2022年 9月 1日に経

済産業大臣に届け出たため。 

第 21節 建造物等応急対策計画 

２72 （知事公室、総務部、土木交通部、教育委員会、警

察 等） 

(知事公室、総務部、文化スポーツ部、土木交通

部、警察 等) 

【教育総務課】 

文化財保護課が教育委員会から文化

スポーツ部に移管されているため。 

第 28節 要配慮者対策計画 

２９7 表内第 17節 住宅応急対策計画 

１ 応急仮設住宅の設置・供与に係る計画の策定あ

たっては、民間賃貸住宅等の空き室等の活用を考

慮するとともに、高齢者・障害者等の災害時要配慮

者に対する配慮を行う。 

３－（２） 入居者の選定にあたっては応急仮設住

宅のうち一定の割合について災害時要配慮者を優

先的に入居させるよう努める。 

３－（３） 応急仮設住宅の建設にあたっては、一定

割合について、段差の解消やスロープ、手すり等の

設置を図るなど、災害時要配慮者に配慮した構造

表内第 17節 住宅応急対策計画 

１ 応急仮設住宅の設置・供与に係る計画の策定あ

たっては、民間賃貸住宅等の空き室等の活用を考

慮するとともに、高齢者・障害者等の要配慮者に対

する配慮を行う。 

３－（２） 入居者の選定にあたっては応急仮設住

宅のうち一定の割合について要配慮者を優先的に

入居させるよう努める。 

３－（３） 応急仮設住宅の建設にあたっては、一定

割合について、段差の解消やスロープ、手すり等の

設置を図るなど、要配慮者に配慮した構造の応急

【住宅課】 

表現統一のため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

の応急仮設住宅を建設するように努める。 

３－（４） 県本部および市町本部は、要配慮者が生

活する応急仮設住宅には、保健師、ケースワーカ

ー、ホームヘルパー、手話通訳者等を派遣し、それ

ら災害時要配慮者の日常生活機能の確保、健康の

維持に努める。 

仮設住宅を建設するように努める。 

３－（４） 県本部および市町本部は、要配慮者が生

活する応急仮設住宅には、保健師、ケースワーカ

ー、ホームヘルパー、手話通訳者等を派遣し、それ

ら要配慮者の日常生活機能の確保、健康の維持に

努める。 

第 29節 南海トラフ地震の時間差発生による災害の拡大防止対策計画 

297  （削除） 【防災危機管理局】 

第２９節全体削除し第５章へ溶込み。 

第４章 災害復旧計画 

第 3節 被災者等への支援 

300 ２ 基本方針 

租税の徴収猶予および減免等の措置による負

担軽減や災害弔慰金の支給、被災者生活再建支

援金の支給、生活資金の貸付による資金的な支

援などによって、被災者の自立的な生活再建を促

進する。 

また、県および市町は、被災者が自らに適した

支援制度を活用して生活再建に取り組むことがで

きるよう、災害ケースマネジメントの実施等によ

り、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用し

たきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容

易に支援制度を知ることができる環境の整備に努

めるものとする。特に、被災者の生活再建を「滋賀

県防災プラン」に基づき支援する。 

 

２ 基本方針 

租税の徴収猶予および減免等の措置による負

担軽減や災害弔慰金の支給、被災者生活再建支

援金の支給、生活資金の貸付による資金的な支

援などによって、被災者の自立的な生活再建を促

進する。 

また、県および市町は、被災者が自らに適した支

援制度を活用して生活再建に取り組むことができ

るよう、災害ケースマネジメントの実施等により、

見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したき

め細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に

支援制度を知ることができる環境の整備に努める

ものとする。（以降削除） 

【防災危機管理局】 

滋賀県防災プラン関係の記述は第１章 

第８節に集約のため。 

３００ (2) 災害弔慰金等の支給、生活資金の貸付 

県および市町は、被災者の自立に対する援助、助

成措置について、広く被災者に広報するとともに

(2) 災害弔慰金等の支給、生活資金の貸付 

県および市町は国とも連携して、被災者の自立に

対する援助、助成措置について、広く被災者に広

【総務省滋賀行政監視行政相談センタ

ー】 

令和 6年 6月 28日付けの「防災基本
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頁 修正前 修正後 修正理由 

総合的な相談窓口等を設置するものとする。 報するとともに総合的な相談窓口等を設置するも

のとする。 

計画」改定において、「第 2編 各災害

に共通する対策編」「第 3章 災害復

旧・復興」「第 4節 被災者等の生活再

建等の支援」に「国（総務省）は、被災者

に対する各種支援措置の案内等に対応

する特別行政相談活動を行うものとす

る。」が新設され、当センターの行う特

別行政相談活動とは、①被災者への生

活支援情報の提供、②専用電話を備え

た相談窓口の開設、③特別行政相談所

の開設などであり、これらの活動は地域

防災計画での左記の項目と密接に関係

しているため 

第５章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第 1節 総則 

3２0 （新設） １ 推進計画の目的 

  この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法（平成 14年法律

第 92 号）第５条第２項の規定に基づき、南海ト

ラフ地震防災対策推進地域について、南海トラ

フ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施

設等の整備に関する事項等を定め、当該地域

における地震防災対策の推進を図ることを目的

とする。 

２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策

として行う事務または業務の大綱 

本県の地域に係る地震防災に関し、本県の

区域内の公共的団体その他防災上重要な施設

の管理者の処理すべき事務または業務の大綱

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

は、滋賀県地域防災計画（震災対策編）第１章

第４節に定めるところによるものとする。 

第 2節 重点施策に関する事項 

320 

 

（新設） 本県の地域特性を踏まえた上で、「命を守る」

対策と、「命をつなぐ」対策について、重点的に

取組むものについては、地震被害想定調査にお

いて、水害等との複合災害も併せて検討したの

ち課題を抽出するともに、それに対応する次期

減災目標をとりまとめ、重点施策を設定してい

くこととする。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 

第 3節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

320 （新設） 次の施設等の整備計画については、地震防

災対策特別措置法に基づく「地震防災緊急五

箇年計画」に定めるところによる。（地域防災計

画（震災対策編）第２章第３節参照） 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 

第 4節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

320 （新設） １ 資機材、人員等の配備手配 

県は、管内の市町等における必要な物資、資

機材の確保状況および人員の配備状況を把握

するものとする。被災時における物資等の調達

手配および人員の配備のうち、応急対策を実施

するため広域的措置が必要なものおよび応援

等に関する協定、制度その他手続上の措置に

ついては、震災対策編第３章第３節「相互協力

計画」に定めるところによる。 

なお、資機材、人員等の配備手配に当たって

は、防災目的での利用が可能な民間施設の活

用、ボランティア等の参加による地域貢献等の

多様な主体との連携、複合災害による災害対応

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 
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の長期化について考慮するものとする。 

また、事前応援協定の締結その他の手続き

上の措置を定めるに当たっては、関係機関相互

の競合や相互依存の関係性に十分留意すると

ともに、相互の連携強力体制についてあらかじ

め十分調整することとする。 

 

２ 自衛隊の災害派遣 

自衛隊の災害派遣については、震災対策編

第３章第４節「自衛隊災害派遣要請計画」に定

めるところによる。 

 

３ 物資の備蓄・調達 

物資の備蓄および調達については、震災対

策編第２章第 18 節「物資の確保と緊急輸送体

制の整備」に定めるところによる。 

 

４ 帰宅困難者への対応 

帰宅困難者への対応については、震災対策

編第３章第 27 節「帰宅困難者対策計画」に定

めるところによる。 

第 5節 時間差発生等における円滑な避難の確保等 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係る措置 

321 （新設） (1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表さ

れた場合の伝達等については、震災対策編第３

章第７節情報連絡計画」に定めるところによる。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害応急対策に係る措置 

３21  (1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等 【防災危機管理局】 
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の伝達、災害対策本部等の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合、管轄区域内の地域住民等

ならびに関係機関に対し、情報が正確かつ広範

に伝達されるようにする必要がある。情報の収

集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制

は、震災対策編第３章第７節「情報連絡計画」に

定めるところによる。 

 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された後の周知 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

の内容、交通に関する情報、ライフラインに関す

る情報、生活関連情報等の地域住民等に密接

に関係のある事項について周知するものとし、

その体制および周知方法については、震災対策

編第３章第７節「情報連絡計画」に定めるところ

による。 

 

(3) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された後の災害応急対策の実施状況等

に関する情報の収集・伝達等 

県は、災害応急対策の実施状況、その他南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発

表された後の諸般の状況を具体的に把握する

ための末端からの各種の情報の収集体制を整

備するものとする。その収集体制は、震災対策

編第３章第７節「情報連絡計画」に定めるところ

による。 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

(4) 災害応急対策をとるべき期間等 

県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレ

ート境界におけるＭ８．０以上の地震の発生から

１週間、後発地震（南海トラフの想定震源域およ

びその周辺で速報的に解析されたＭ６．８程度

以上の地震が発生、またはプレート境界面で通

常とは異なるゆっくりすべり等を観測した後に

発生する可能性が平常時に比べて相対的に高

まったと評価された南海トラフ地震、以下同

じ。）に対して警戒する措置をとるものとする。ま

た、当該期間経過後１週間、後発地震に対して

注意する措置をとるものとする。 

 

(5) 避難対策等 

①地域住民等の避難行動等 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）等が発表された場合において、地域住民等

に対し、「日頃からの地震への備え」を再確認す

るとともに、すぐに逃げられる態勢の維持や非

常持出品の常時携帯など「特別な備え」を実施

し、日常生活を行いつつ、一定期間、できるだけ

安全な防災行動をとることを呼びかけるものと

する。 

 

〇「日頃からの地震への備え」の例 

①家具等の固定の確認 

②避難場所・避難経路の確認 

③家族などとの安否確認手段の確認 

④家庭における備蓄、非常持出品の確認 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ

ドラインの改定にともない「特別な備え」

に関する記述を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

- 40 - 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

〇「特別な備え」の例 

①高いところに物を置かない 

②屋内のできるだけ安全な場所で生活 

③すぐ避難できる準備（非常持出品等） 

④危険なところにできるだけ近づかない など 

 

②避難所の運営 

県における、避難後の救護の内容について

は、震災対策編第３章第 14 節「避難計画」に定

めるところによる。 

 

(6) 消防機関等の活動 

市町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）等が発表された場合において、消防機関

が出火および混乱の防止等のために講ずる措

置について、必要な対策を定めるものとする。 

県は、市町の実施する消防および水防活動

が迅速かつ円滑に行われるよう、震災対策編第

３章第５節「消防計画」に準ずるところにより必

要な措置をとることとする。 

 

(7) 県警察の活動 

県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒）等が発表された場合において、犯罪お

よび混乱の防止等に関して、次の事項を重点と

して、対策をとるものとする。 

ア 正確な情報の収集および伝達 

イ 不法事案等の予防および取締り 

ウ 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯

 

 

 

 

 

 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

活動に対する指導 

 

(8) 上下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

①上下水道 

必要な飲料水を供給する体制を確保するも

のとする。体制については、震災対策編第３章

第 19節「上水道施設および下水道施設応急対

策計画」に準ずるところによる。 

 

②電気 

ア 電気事業者は、必要な電力を供給する体制

を確保するものとする。 

イ 指定公共機関関西電力株式会社滋賀支社

および関西電力送配電株式会社滋賀本部が

とる体制は、別に定めるところによる。 

 

③ガス 

ア ガス事業者は、必要なガスを供給する体制

を確保するものとする。 

イ 指定公共機関大阪ガスネットワーク株式会

社がとる体制は、別に定めるところによる。 

ウ ガス事業者は、ガス発生設備、ガスホルダ

ーその他の設備について、安全確保のための

所要の事項を定めるとともに、後発地震の発

生に備えて、必要がある場合には緊急に供給

を停止する等の措置を講ずるものとし、その

実施体制を定めるものとする。 

 

④通信 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

指定公共機関 NTT 西日本株式会社滋賀支

店、NTT ドコモビジネスコミュニケーションズ株

式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコ

モ、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会

社がとる体制および行う措置は、別に定めると

ころによる。 

 

⑤放送 

ア 指定公共機関日本放送協会大津放送局が

とる体制は、別に定めるところによる。 

イ 指定地方公共機関株式会社京都放送、株

式会社びわ湖放送、株式会社エフエム滋賀

がとる体制は、震災対策編第３章第８節「通

信および放送施設応急対策計画」に準ずると

ころによる。 

 

(9) 金融 

指定公共機関日本銀行京都支店が行う金融

業務の円滑な遂行を確保するための要員の配

置計画等事前の準備措置としてとるべき内容

は、別に定めるところによる。 

 

(10) 交通 

①道路 

ア 県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒）等が発表された場合の運転者のとる

べき行動の要領について定め、地域住民等

に周知するものとする。 

イ 県は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ
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頁 修正前 修正後 修正理由 

地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され

た場合の交通対策等の情報についてあらか

じめ情報提供するものとする。 

 

②鉄道 

鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）等が発表された場合安全性に留

意しつつ、運行するために必要な対応を行うも

のとする。 

また、鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒）等が発表される前の段階か

ら、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合の運行規制等の情報につい

てあらかじめ情報提供を行うものとする。 

 

(11) 県自らが管理等を行う道路、河川その他の

施設に関する対策 

①不特定かつ多数の者が出入りする施設 

県が管理する道路、河川、庁舎、社会体育施

設、社会福祉施設、博物館、美術館、図書館、

病院、学校等の管理上の措置および体制はお

おむね次のとおりとする。 

ア 各施設に共通する事項 

・ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等の入場者等への伝達 

・ 入場者等の安全確保のための退避等の措

置 

・ 施設の防災点検および設備、備品等の転

倒、落下防止措置 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

・ 出火防止措置 

・ 水、食料等の備蓄 

・ 消防用設備の点検、整備 

・ 非常用発電装置の整備、非常用通信手段

の確保、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コ

ンピュータなど情報を入手するための機器

の整備 

・ 各施設における緊急点検、巡視 

 

イ 個別事項 

・ 橋梁、トンネルおよび法面等に関する道 

路管理上の措置 

・ 病院においては、患者等の保護等の方法

について、各々の施設の耐震性を十分に

考慮した措置 

・ 学校等にあっては、児童生徒等に対する

保護の方法 

・ 社会福祉施設にあっては、入所者等の保

護および保護者への引き継ぎの方法 

 

②災害応急対策の実施上重要な建物に対する措

置 

 災害対策本部またはその地方本部が設置

される庁舎等の管理者は、①のアに掲げる措

置をとるほか、次に掲げる措置をとるものと

する。 

・ 自家発電装置、可搬式発電機等による非

常用電源の確保 

・ 無線通信機等通信手段の確保 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

・ 災害対策本部等開設に必要な資機材およ

び緊急車両等の確保 

 

③工事中の建築物等に対する措置 

施設管理者は、南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）等が発表された場合における工事

中の建築物その他の工作物または施設につい

て安全確保上実施すべき措置を講じるものとす

る。 

 

(12) 滞留旅客等に対する措置 

市町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）等が発表された場合における滞留旅客等

の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等

必要な対策を定めるものとする。 

県においては、対策等の結果生じる滞留旅客

等に対する具体的な避難誘導、保護ならびに食

料等のあっせん、市町が実施する活動との連携

体制等の措置を講じるものとする。 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における災害応急対策に係る措置 

324  (1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

の伝達、県の災害に関する会議等の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された場合、管轄区域内の地域住民等

ならびに関係機関に対し、情報が正確かつ広範

に伝達されるようにする必要がある。情報の収

集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制

は、震災対策編第３章第７節「情報連絡計画」に

定めるところによる。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

が発表された後の周知 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等

の内容、交通に関する情報、ライフラインに関す

る情報、生活関連情報など地域住民等に密接

に関係のある事項について周知するものとし、

その体制および周知方法については、震災対策

編第３章第７節「情報連絡計画」に定めるところ

による。 

 

(3) 災害応急対策をとるべき期間等 

県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレ

ート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．０未満または

プレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側

５０km 程度までの範囲でＭ７．０以上の地震

（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源

が深い地震は除く）が発生するケースの場合は

１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレ

ート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観

測されたケースの場合はプレート境界面で通常

と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、

変化していた期間と概ね同程度の期間が経過

するまでの期間、後発地震に対して注意する措

置をとるものとする。 

 

(4) 県のとるべき措置 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）等が発表された場合において、地域住民等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイ

ドラインの改定にともない「特別な備え」
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頁 修正前 修正後 修正理由 

に対し、「日頃からの地震への備え」を再確認す

るとともに、すぐに逃げられる態勢の維持や非

常持出品の常時携帯など「特別な備え」を実施

し、日常生活を行いつつ、一定期間、できるだけ

安全な防災行動をとることを呼びかけるものと

する。 

〇「日頃からの地震への備え」の例 

①家具等の固定の確認 

②避難場所・避難経路の確認 

③家族などとの安否確認手段の確認 

④家庭における備蓄、非常持出品の確認 など 

〇「特別な備え」の例 

 ①高いところに物を置かない 

 ②屋内のできるだけ安全な場所で生活 

 ③すぐ避難できる準備（非常持出品等） 

 ④危険なところにできるだけ近づかない など 

県は、施設・設備等の点検等日頃からの地震

への備えを再確認するものとする。 

に関する記述を追加した。 

４ その他後発地震による災害拡大防止対策 

325  (1) 施設・設備などの点検 

市町、企業などは、各施設の管理計画などに

おいて点検、巡視の実施必要箇所および体制

を事前に明示し、臨時情報発表時には情報収

集・連絡体制の確認および施設・設備などの点

検を実施する。 

 

(2) 危険地域からの避難 

県、市町等は、後発地震により土砂災害の発

生が懸念される地域等について、数日間に限っ

【防災危機管理局】 

地域防災計画(震災対策編)第３章第

29節 ２災害の拡大防止対策計画よ

り。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

ての避難の実施を検討する。 

数日間避難した後、地震が発生しない場合に

は、原則として最大限の警戒を呼びかけたうえ

で避難の解除を行う等、避難解除時期について

具体的な計画を作成するものとする。 

また、このために必要な整備を行うものとし、

その整備にあたっては、平常時から活用できる

施設とするよう配慮するものとする。 

 

(3) 広域応援に関する留意事項 

県は、広域応援に関して、次の事項に留意す

るものとする。 

①広域応援は、できるだけ後発する地震で被害

を受けるおそれが小さい地域から派遣す 

る。 

 

 ②後発する地震により被害を受ける可能性のあ

る地域では、緊急活動要員や物資を確保す

るよう努め、次の地震発生を想定し、応急対

策要員の再配置が可能なように、全体を見据

えたプランを作成するよう努めるものとする。 

 

 ③民間ボランティアなどの救援組織への情報伝

達手段の確保、救援派遣要員への連続地震

発生時の対応方法についての教育訓練を実

施（斜面災害の危険地域に装備は置かない

等）するなどの対応策を明確にする。 

 

(4) 応急危険度判定の迅速化 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

県、市町は、余震等による二次災害を未然防

止するため、建築物や宅地の応急危険度判定

を早急に実施するとともに、最初の判定の結

果、危険または要注意でなかった場合であって

も、建築物や宅地は脆弱になっており、後発の

地震による倒壊や損壊の危険を周知するものと

する。また、応急危険度判定の結果、危険な建

築物や崖地等と判断されたところへの立入禁止

を強く呼びかけるものとする。 

なお、具体的な実施方法等については、震災

対策編第３章第 21節２（４）に準じる。 

第 6節 防災訓練に関する事項 

326 （新設） 防災訓練に関する事項については、震災対策

編第２章第 26節「防災訓練の充実」に定めるとこ

ろによる。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 

第 7節 地震防災上必要な教育および広報に関する事項 

326 （新設） 地震防災上必要な教育および広報に関する事

項については、震災対策編第２章第 25 節「地震

防災上必要な教育および広報に関する計画」に定

めるところによる。 

【防災危機管理局】 

南海トラフ地震防災対策推進計画作成

例と整合を図るため。 

 


